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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）亜鉛末と、
　（ｂ）組成成分としてアルカリ金属酸化物を含む非晶質ガラス粉末と、
　（ｃ）シロキサン系結合剤と、
　（ｄ）有機溶剤と、
　（ｆ）熱分解ガスを発生する無機化合物と
を含んでなり、
非晶質ガラス粉末（ｂ）に含まれるアルカリ金属酸化物が、Ｎａ2Ｏおよび／またはＫ2Ｏ
であり、熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）が、炭酸ストロンチウムおよび／または
フッ化カルシウムであり、非晶質ガラス粉末（ｂ）が、酸性溶液で表面処理されているこ
とを特徴とする一次防錆塗料組成物。
【請求項２】
　酸性溶液は、さらに２価以上の金属塩が溶解されていることを特徴とする請求項１に記
載の一次防錆塗料組成物。
【請求項３】
　２価以上の金属塩が、水溶性の金属塩であることを特徴とする請求項２に記載の一次防
錆塗料組成物。
【請求項４】
　さらに、酸化チタン（ｅ）を含有することを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に
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記載の一次防錆塗料組成物。
【請求項５】
　鋼板表面に、請求項１～４のいずれか１項に記載の一次防錆塗料組成物からなる塗膜が
形成されていることを特徴とする一次防錆塗膜付き鋼板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船舶、海洋構造物、プラント、橋梁、陸上タンク等の鋼材加工工程で行なわ
れる鋼材前処理において用いられる一次防錆塗料組成物（ショッププライマー）に関し、
さらに詳しくは、１００ｃｍ／分以上という高速で溶接を行なっても、ピット（貫通孔）
やブローホール（内泡）などの欠陥の発生を抑制することができ、さらに防食性に優れた
一次防錆塗膜を形成可能な一次防錆塗料組成物、および一次防錆塗膜付き鋼板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、船舶、橋梁、プラント等の大型鉄鋼構造物の建造中の発錆を一次的に防止す
る目的で、鉄鋼の表面に一次防錆塗料組成物が塗布されている。
　このような一次防錆塗料組成物としては、ウォッシュプライマー、ノンジンクエポキシ
プライマー、エポキシジンクリッチプライマーなどの有機一次防錆塗料組成物、シロキサ
ン系結合剤を用いた無機ジンク一次防錆塗料組成物が知られている。これらの一次防錆塗
料組成物のうち、溶接性に優れた無機ジンク一次防錆塗料組成物が最も広く用いられてい
る。
【０００３】
　無機ジンク一次防錆塗料組成物は、溶接時に一次防錆塗膜から発生するガスの量が少な
く、溶接ビートにピット（貫通孔）やブローホール（内泡）などの欠陥の発生を抑制する
ことができるので溶接性に優れているが、近年、溶接のより一層の高速化が要請されてお
り、この要請に応えるには、溶接時のピット、ブローホールの原因となる亜鉛（融点４１
９℃、沸点９３０℃）の気化ガス圧を抑える必要がある。亜鉛末は、溶接の際、鉄の融点
１５３０℃以上の熱に曝されると急激に気化し、溶接ビード（weld bead）にピットやブ
ローホールなどの欠陥を発生させる原因となる。このような問題点を解決するため、一次
防錆塗料組成物中の亜鉛末を減少させる方法が提案されている（例えば、特許文献１～４
参照）。
【０００４】
　しかしながら、亜鉛末の量を減らす方法では、溶接の高速化が可能になるものの、防食
性が低下してしまうという問題がある。
　また、近年では、溶接速度の向上に対する要請は高まっており、さらに人手不足やタン
カーの２重船殻構造への移行に伴って、１００ｃｍ／分を超える溶接速度が求められるよ
うになった。従来の一次防錆塗料を用いて、１個のトーチを有する溶接機で溶接する、い
わゆる１電極法（シングル法）によるアーク溶接においては、溶接速度が９０ｃｍ／分を
超えると、充分な脚長（溶接ビードの高さ）が得られず、また２個のトーチを有する溶接
機で溶接する２電極法（タンデム法）によるアーク溶接においては、溶接速度が１００ｃ
ｍ／分を超えても充分な脚長が得られるものの、防食性が低下するという問題がある。
【０００５】
　したがって、上記のような高速で溶接を行なっても、防食性を低下させることなく、か
つ溶接性に優れた一次防錆塗料組成物の出現が望まれている。
　そのような問題を解決するものとして、
（１）亜鉛末と酸化第二鉄とを主として含有する一次防錆塗料組成物（例えば、特許文献
５参照）、
（２）亜鉛末と酸化第二鉄とモリブデン化合物とを主として含有する一次防錆塗料組成物
（例えば、特許文献６参照）、
（３）亜鉛末と、亜鉛ガストラップ剤としてＭｎＯ2、Ｃｏ3Ｏ4、Ｓｂ2Ｏ3等とを主とし
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て含有する一次防錆塗料組成物（例えば、特許文献７参照）、
が提案されている。これらの一次防錆塗料組成物は、亜鉛末の量を減らすことなく、溶接
時に発生する亜鉛の気化ガスを化学反応により捕捉することを目的としている。
【０００６】
　しかしながら、亜鉛の気化ガスを化学反応により捕捉するには限界があり、さらに、一
次防錆塗料組成物に含有される有機系沈降防止剤や有機系顔料分散剤等の有機系添加剤が
、溶接時の熱により分解されて分解ガスを発生するという問題もあった。有機系添加剤は
、２００℃以下の低温で分解ガスを発生するため、一次防錆塗料組成物に少量含まれてい
る場合であっても、ピットやブローホールなどの溶接欠陥の原因となる。このような問題
に対し、この有機系添加剤を減量する方法も考えられるが、その場合、一次防錆塗料組成
物において沈降が増加したり、顔料の分散性が悪くなる。
【０００７】
　このような問題に対し、
（４）亜鉛末と、スラグと、ＣａＦ2とを主として含有する一次防錆塗料組成物（例えば
、特許文献８参照）が提案されている。この一次防錆塗料組成物に含有されるスラグは、
ＳｉＯ2、ＣａＯ、Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＦｅＯを主成分として含むものである。
【０００８】
　このような一次防錆塗料組成物によれば、溶接時に発生するガスを溶融プール外に逃す
ことができ、溶接欠陥の発生が低減されると記載されている。しかしながら、前記のよう
な組成であるスラグが用いられた一次防錆塗料組成物においても、ピットやブローホール
などの発生抑制効果は充分ではなかった。
【０００９】
　また、特開平８－２６７２７８号公報（特許文献９）には、溶接材料用フラックスワイ
ヤーのフラックスにアルカリガラスを用いることが記載されているが、一次防錆塗料組成
物に用いたとの記載はなく、その効果についても明らかになっていない。
【００１０】
　すなわち、従来から、アルカリ金属を含有する一次防錆塗料組成物から形成される一次
防錆塗膜は、亜鉛粉の酸化が促進されるため防食性が著しく低下すると共に、アルカリ成
分が一次防錆塗膜の表面に析出するため、塗膜の表面に上塗り塗料が付着しないという問
題があり、アルカリ金属の一次防錆塗料組成物への適用は検討すらされていない。
【特許文献１】特開昭５２－８６４２５号公報
【特許文献２】特開昭６０－５１７５６号公報
【特許文献３】特開昭６２－２７３２７２号公報
【特許文献４】特開平５－１１７５５３号公報
【特許文献５】特開平８－６００３８号公報
【特許文献６】特開平８－６００３９号公報
【特許文献７】特開平９－２６３７１４号公報
【特許文献８】特公平５－１７２６３号公報
【特許文献９】特開平９－２６７２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、前記のような従来技術に伴う課題を解決しようとするものであって、１００
ｃｍ／分以上という高速で溶接を行なっても、防食性を低下させることなく、かつピット
やブローホールなどの欠陥の発生を抑制することができる塗膜を形成可能な一次防錆塗料
組成物、その一次防錆塗料組成物が塗布された一次防錆塗膜付き鋼板を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る一次防錆塗料組成物は、
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（ａ）亜鉛末と、
（ｂ）組成成分としてアルカリ金属酸化物を含む非晶質ガラス粉末と、
（ｃ）シロキサン系結合剤と、
（ｄ）有機溶剤と
を含んでなることを特徴とする。
【００１３】
　アルカリ金属酸化物が、Ｎａ2Ｏおよび／またはＫ2Ｏであることが好ましい。
　非晶質ガラス粉末（ｂ）が、酸性溶液で表面処理されていることが好ましい。
　酸性溶液は、さらに２価以上の金属塩が溶解されていることが好ましく、この２価以上
の金属塩が、水溶性の金属塩であることが好ましい。
【００１４】
　一次防錆塗料組成物は、さらに、酸化チタン（ｅ）を含有することが好ましい。
一次防錆塗料組成物は、さらに、熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）を含有すること
も好ましい
　熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）が、５００～１５００℃で熱分解して、ＣＯ2

またはＦ2ガスを発生する無機化合物であり、フッ化カルシウム、炭酸マグネシウム、炭
酸カルシウム、炭酸バリウム、炭酸ストロンチウムおよび炭酸亜鉛からなる群から選ばれ
た少なくとも１種であることが好ましい。
【００１５】
　熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）が、炭酸ストロンチウムおよび／またはフッ化
カルシウムであることも好ましい。
　本発明に係る一次防錆塗膜付き鋼板は、鋼板表面に、前記いずれかの一次防錆塗料組成
物からなる塗膜が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、高速で溶接を行なっても、防食性を低下させることなく、かつピット
やブローホールなどの発生を抑制する効果に優れた一次防錆塗膜を形成することができる
一次防錆塗料組成物を提供することができる。
【００１７】
　したがって、本発明の一次防錆塗料組成物は、従来の一次防錆塗料組成物よりも厚く塗
装することができるため、得られる一次防錆塗膜付き鋼板は、長期にわたり優れた防食性
を発揮するとともに、溶接時においても溶接性を損なうことがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る一次防錆塗料組成物、一次防錆塗膜付き鋼板について具体的に説明
する。
　本発明に係る一次防錆塗料組成物は、（ａ）亜鉛末と、（ｂ）組成成分としてアルカリ
金属酸化物を含む非晶質ガラス粉末（以下、単に「非晶質ガラス粉末（ｂ）」ともいう）
と、（ｃ）シロキサン系結合剤と、（ｄ）有機溶剤とを含んでなり、さらに必要に応じて
、酸化チタン（ｅ）、熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）を含んでなる。
【００１９】
　以下、各成分について説明する。
　亜鉛末（ａ）
　本発明で用いられる亜鉛末（ａ）は、塗膜中において鋼板の発錆を防止する防食顔料と
して用いられる。この亜鉛末（ａ）としては通常使用されているものが用いられ、平均粒
子径が２～１５μｍの亜鉛末が好ましい。
【００２０】
　非晶質ガラス粉末（ｂ）
　また、本発明で用いられる非晶質ガラス粉末（ｂ）は、アルカリ金属酸化物を組成成分
として含んでいれば特に限定されず用いることができる。アルカリ金属酸化物としては、
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Ｌｉ2Ｏ、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、Ｒｂ2Ｏ、Ｃｓ2Ｏが挙げられ、好ましくはＮａ2Ｏ、Ｋ2Ｏで
ある。このようなアルカリ金属酸化物は１種または２種以上が含有される。
【００２１】
　非晶質ガラス粉末（ｂ）は、上記のようなアルカリ金属酸化物を組成成分として含んで
いれば特に限定されず用いることができるが、具体的には、アルカリ金属酸化物と、さら
にＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＰｂＯ、Ｂ2Ｏ3、ＺｎＯ、Ｆｅ2Ｏ3

、
ＣｕＯ、Ｐ2Ｏ5、ＴｉＯ2、ＭｎＯ2、Ｌｉ2Ｏ、ＺｒＯ2、Ｂｉ2Ｏ3、ＳｎＯ2、Ｃｏ3Ｏ4

等から選択される１種以上の組成成分とを含んでなる非晶質ガラス粉末である。
【００２２】
　非晶質ガラス粉末（ｂ）は、アルカリ金属酸化物を、１～２０％、好ましくは５～１５
％、さらに好ましくは５～８％となる量で組成成分として含むことが望ましい。このよう
な範囲でアルカリ金属酸化物を含む非晶質ガラス粉末（ｂ）を用いることにより、一次防
錆塗料組成物は防食性に優れる一次防錆塗膜を形成することができ、さらに溶接時におい
ては溶接ビードにピットやブローホールなどの欠陥が生じることもない。また、非晶質ガ
ラス粉末（ｂ）の平均粒子径は１～３０μｍであることが好ましく、このような粒子径と
するために、通常、非晶質ガラスを粉砕して製造される。
【００２３】
　このような効果は、溶接時に溶融したアルカリ金属酸化物の作用により、亜鉛の気化ガ
スや有機系添加剤の分解ガスを溶融プール外に効果的に逃す働きによるものと考えられる
。これに対し、前述した特公平５－１７２６３号公報には、スラグを含有する一次防錆塗
料組成物が記載されている。スラグは、ＳｉＯ2、ＣａＯ、Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＦｅＯを
主成分として含む非晶質ガラス粉末であるが、亜鉛の気化ガスや有機系添加剤の分解ガス
を溶融プール外に逃す働きは充分とは言えず、溶接ビードにピットやブローホールなどの
発生が依然として認められる。
【００２４】
　本願発明はこの点を改良したものであって、アルカリ金属酸化物の効果に着目すること
によって完成されたものである。すなわち、アルカリ金属酸化物を組成成分として含む非
晶質ガラス粉末（ｂ）を用いることによって、溶接時に発生する亜鉛の気化ガスや有機系
添加剤の分解ガスが溶融プールにほとんど残留することがなく、溶接ビードにピットやブ
ローホールが発生しないという優れた効果が得られるのである。
【００２５】
　このような効果が得られるメカニズムは明らかではないが、アーク溶接において、非晶
質ガラス粉末（ｂ）に含まれるアルカリ金属が、溶接トーチのアークプラズマによりイオ
ン化を誘発され、安定したプラズマアーク熱を発生し、それによりアーク（放電）が安定
化されると考えられる。このようにアークが安定となることにより、溶融プールの温度分
布が均一となる（安定化される）ため、溶融プールからガスが効率よく抜け、溶接ビード
にピットやブローホールが発生しないと考えられる。
【００２６】
　このような非晶質ガラス粉末（ｂ）は、アルカリ金属酸化物を組成成分として含むガラ
ス粉末であれば特に限定されないが、アルカリガラス粉末であることが好ましい。アルカ
リガラス粉末としては、ＳｉＯ2 ７０～７３％、Ａｌ2Ｏ3 ０．６～２．４％、Ｆｅ2Ｏ3 
０．０８～０．１４％、ＣａＯ ７～１２％、ＭｇＯ １．０～４．５％、Ｎａ2Ｏ １１～
１２％、Ｋ2Ｏ ２．５～３％の組成を有するものが特に好ましく、防食性と溶接性とに優
れる塗膜を形成可能な一次防錆塗料組成物を提供することができる。アルカリガラス粉末
は、アルカリガラスを平均粒子径３～１０μｍとなるように粉砕した材料である。
【００２７】
　また、非晶質ガラス粉末（ｂ）は、上記したように非晶質ガラスを粉砕して製造される
。したがって、非晶質ガラス粉末の粒子表面には、結晶構造中に包み込まれていないアル
カリ金属（フリーアルカリ）が存在する。このフリーアルカリが存在することにより、塗
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膜中において亜鉛粉（ａ）の酸化が促進されるため、一次防錆塗膜の防食性が低下する原
因となる。したがって、粉砕後の非晶質ガラス粉末を、塩酸などの酸性水溶液で表面処理
することによって表面のフリーアルカリを除去することが好ましい。
【００２８】
　このような表面処理は、具体的には、イオン交換水１Ｌに対し、粉砕後の非晶質ガラス
粉末を１００～５００ｇ加える。非晶質ガラス粉末を加えた後、攪拌させながらｐＨが５
～８になるまで酸性溶液を添加し、添加後１０～３０時間、好ましくは１０～２０時間放
置する。所定時間放置した後、処理溶液をろ過し、非晶質ガラス粉末を得る。酸性溶液と
しては、塩酸、硫酸などを用いることができる。このような表面処理は１回以上行っても
よい。
【００２９】
　本発明のように、上述の平均粒子径を有する非晶質ガラス粉末を、酸性溶液により表面
処理することにより、非晶質ガラス粉末の内部にアルカリ金属を残したまま、表面のフリ
ーアルカリを除去することができる。したがって、このような非晶質ガラス粉末を含む一
次防錆塗料組成物は、防食性に優れる一次防錆塗膜を形成することができ、さらに溶接時
においては溶接ビードにピットやブローホールなどの欠陥が生じることもない。
【００３０】
　また、非晶質ガラス粉末の表面処理は、２価以上の金属塩が溶解されている酸性溶液を
用いることがさらに好ましい。２価以上の金属塩としては、水溶性であり、水中で２価以
上の金属イオンを生成する金属塩が好ましく、塩化物または硝酸塩が望ましい。そのよう
なものとしては、塩化カルシウム、硝酸カルシウム、硝酸コバルト、硝酸銅等が挙げられ
、塩化カルシウム、硝酸カルシウムを用いることが好ましい。このような２価以上の金属
塩は１種または２種以上組み合わせて用いられる。２価以上の金属塩は、非晶質ガラス粉
末１００ｇに対し、１～４０ｇ、好ましくは１０～２０ｇとなる量で用いることが望まし
い。
【００３１】
　２価以上の金属塩が溶解されている酸性溶液で表面処理することにより、非晶質ガラス
粉末からアルカリ金属の溶出を効果的に抑制することができる。このような効果は、溶出
したナトリウムやカリウムに２価以上の金属イオンがドープされ、内部のアルカリ金属の
溶出が抑えられるためと考えられる。
【００３２】
　このように酸性溶液で表面処理した非晶質ガラス粉末を用いることにより、得られる一
次防錆塗料組成物は、全成分を混合した後もすぐに硬化してゲル化してしまうことがない
。したがって、本発明の一次防錆塗料組成物はポットライフに優れ、安定した硬化速度を
得ることができる。
【００３３】
　すなわち、本発明で用いられるシロキサン系結合材には、重合触媒として塩酸、塩化亜
鉛、塩化鉄などの酸が含有されている。したがって、一次防錆塗料組成物中にアルカリ成
分が存在すると酸とアルカリとが反応し、シロキサン系結合材の硬化が促進される。しか
しながら、酸性溶液で表面処理した非晶質ガラス粉末は、アルカリ金属の溶出が抑制され
ており、シロキサン系結合材の硬化が促進されることがない。特に、２価以上の金属塩が
溶解されている酸性溶液で表面処理した非晶質ガラス粉末は、アルカリ金属の溶出がさら
に効果的に抑制されているため望ましい。
【００３４】
　シロキサン系結合剤（ｃ）
　本発明で用いられるシロキサン系結合剤（ｃ）としては、具体的には、テトラメチルオ
ルトシリケート、テトラエチルオルトシリケート、テトラ-n-プロピルオルトシリケート
、テトラ-i-プロピルオルトシリケート、テトラ-n-ブチルオルトシリケート、テトラ-sec
-ブチルオルトシリケート、メチルポリシリケート、エチルポリシリケート等のアルキル
シリケート、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン等のメチルトリアル
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コキシシラン、またはこれらの初期縮合物などが挙げられる。中でも、テトラエチルオル
トシリケートの初期縮合物であるエチルシリケート４０（日本コルコート社製）が最も好
ましく、部分加水分解して用いられる。
【００３５】
　有機溶剤（ｄ）
　本発明に用いられる有機溶剤（ｄ）としては、アルコール系、エステル系、ケトン系、
芳香族系、グリコール系などの通常使用されている各種溶剤が用いられる。上記アルコー
ル系溶剤としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール等
が挙げられ、エステル系溶剤としては、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル等が挙げられ、
ケトン系溶剤としては、例えば、メチルイソブチルケトン(ＭＩＢＫ)、シクロヘキサンノ
ン等が挙げられ、芳香族系溶剤としては、例えば、ベンゼン、キシレン、トルエン等が挙
げられ、グリコール系溶剤としては、例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテル
、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(ＰＭＡＣ)等が挙げられる。これ
らの溶剤は、１種または２種以上組み合わせて用いられる。
【００３６】
　酸化チタン（ｅ）
　本発明に用いられる酸化チタン（ｅ）は、鋼板の溶断に効果的な材料として用いられる
。酸化チタン（ｅ）としては、金紅石、イルメナイト、ルチルフラワーなどのチタン鉱物
から得られた通常使用されているものが挙げられ、１種または２種以上組み合わせて用い
られる。
【００３７】
　熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）
　本発明に用いられる熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）としては、５００～１５０
０℃で熱分解してＣＯ2またはＦ2ガスを発生する無機化合物が好ましく用いられる。具体
的には、フッ化カルシウム（蛍石）、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸バリウム
、炭酸ストロンチウム、炭酸亜鉛などが挙げられる。本発明においては、無機化合物（ｆ
）として、フッ化カルシウム、炭酸ストロンチウムを用いることが好ましく、特に炭酸ス
トロンチウムを用いることが望ましい。このような無機化合物（ｆ）は１種または２種以
上組み合わせて用いられる。
【００３８】
　本発明の一次防錆塗料組成物は、非晶質ガラス粉末（ｂ）と共に、このような無機化合
物（ｆ）を含有することにより、溶接時において一次防錆塗膜から発生するガスを溶融プ
ール外にさらに効率よく逃すことができ、溶接ビードにピットやブローホールなどの欠陥
が生じることがない。
【００３９】
　その他の成分
　本発明の一次防錆塗料組成物は、上記成分の他に、有機ベントナイト系、酸化ポリエチ
レン系、シリカヒューム系、アマイド系等の沈降防止剤、高分子ブロック共重合体、アク
リル系共重合物等の顔料分散剤、三酸化モリブデンなどが添加されていてもよい。また、
通常用いられる成分がさらに添加されていてもよい。
【００４０】
　上記のような成分を含んでなる本発明の一次防錆塗料組成物は、２液型として用いられ
、顔料ペースト成分と主剤成分とを別容器に保存しておき、使用直前に混合して調製され
ることが好ましい。顔料ペースト成分は、亜鉛末（ａ）と、非晶質ガラス粉末（ｂ）と、
有機溶剤（ｄ）と、必要に応じて酸化チタン（ｅ）、熱分解ガスを発生する無機化合物（
ｆ）を用いて、常法に従って混合して調製される。一方、主剤成分は、具体的には、シロ
キサン系結合剤（ｃ）と溶剤との混合溶液に塩酸等を添加し攪拌して、初期縮合物を生成
させることにより調製される。
【００４１】
　また、シロキサン系結合剤（ｃ）と反応する亜鉛末（ａ）などの成分以外の粉末成分の
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一部または全部を、主剤成分中に分散させ、使用直前にこの混合物と、シロキサン系結合
剤（ｃ）と反応する残りの粉末成分とを混合して使用することも可能である。本発明に係
る一次防錆塗料組成物においては、溶接性の観点から、結晶水を含む成分および有機物を
極力排除することが望ましい。
【００４２】
　＜一次防錆塗膜付き鋼板＞
　本発明に係る防錆塗膜付き鋼板は、鋼板表面に、一次防錆塗料組成物からなる塗膜が形
成されている。このような一次防錆塗膜付き鋼板は、常法に従って調製することができる
。具体的には、鋼板表面に本発明の一次防錆塗料組成物をエアスプレー、エアレススプレ
ー等により塗装し、常温で乾燥させることにより製造される。
【００４３】
　この乾燥後の一次防錆塗膜には、亜鉛末（ａ）が１５～６０重量％、好ましくは２５～
５０重量％、非晶質ガラス粉末（ｂ）が１～２０重量％、好ましくは５～１０重量％、シ
ロキサン系結合剤（ｃ）が１～２０重量％、好ましくは５～１５重量％の量で含有されて
いることが望ましい。
【００４４】
　また、必要に応じて用いられる、酸化チタン（ｅ）は１０～４０重量％、好ましくは１
５～２５重量％、熱分解ガスを発生する無機化合物（ｆ）は、１～１５重量％、好ましく
は３～１０重量％の量で含有されていることが望ましい。一次防錆塗膜がこのような組成
であることにより、防食性と溶接性に特に優れた効果を発揮することができる。
【００４５】
　本発明の一次防錆塗料組成物から形成される乾燥後の一次防錆塗膜は、溶接時に発生す
る亜鉛の気化ガスや有機系添加剤の分解ガスが溶融プールにほとんど残留することがない
ため、平均膜厚が２０～５０μｍとなるように厚膜に塗装することができる。また、通常
のショッププライマーのように平均膜厚１０～２０μｍとなるように塗装することも可能
である。
【００４６】
　これに対し、従来の一次防錆塗料組成物は、乾燥後の平均膜厚が２０μｍ以上になると
、鋼材加工の溶断・溶接のいずれ場合においても溶接欠陥が顕著に表れるようになるため
、平均膜厚が１５μｍ程度となるように塗装される。さらに、従来の一次防錆塗料組成物
は、このように薄膜塗装であるため、溶接時の熱により塗膜中の亜鉛の含有量が減少する
ため溶接後は防食性が著しく低下する。
【００４７】
　本発明の一次防錆塗料組成物は、乾燥後の平均膜厚が上記範囲となるように塗装するこ
とが可能であり、さらに溶接ビードにピットやブローホールなどの欠陥が生じない。その
ため、一次防錆塗膜の防食性の向上と溶接性の向上とを同時に達成することができる。し
たがって、得られる一次防錆塗膜付き鋼板は、溶接性を損なうことなく、長期にわたり優
れた防食性を発揮することができる
　また、従来の一次防錆塗膜のように平均塗膜１５μｍに塗装しても、優れた防食性効果
を得ることができる。
【００４８】
　［実施例］
　以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。
【００４９】
　［製造例１］
　表面処理済みアルカリガラス粉末の製造
　表面処理済みアルカリガラス粉末（Ｉ）
　まず、アルカリガラス粉末（Ｉ）（製品名：ＡＰＳ－１５０Ｊ、ピュアミック（株）製
、平均粒子径５μｍ）２５０ｇを、イオン交換水５００ｇに加える。このとき水溶液のｐ
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Ｈは１３であった。アルカリガラス粉末（Ｉ）を加えた後、攪拌しながらｐＨが５になる
まで１Ｎ塩酸を添加し、添加後１６時間放置して表面処理を行う。次いで、処理溶液をろ
過し、室温に放置し乾燥させた。この表面処理を２回繰り返し、表面処理済みアルカリガ
ラス粉末（Ｉ）を製造した。
（アルカリガラス粉末（Ｉ）の組成）
ＳｉＯ2 ７０～７３％、Ａｌ2Ｏ3 ０．６～２．４％、Ｆｅ2Ｏ3 ０．０８～０．１４％、
ＣａＯ ７～１２％、ＭｇＯ １．０～４．５％、Ｎａ2Ｏ １１～１２％、Ｋ2Ｏ ２．５～
３％
　表面処理済みアルカリガラス粉末（II）
　まず、上記アルカリガラス粉末（Ｉ）２５０ｇと、塩化カルシウム２５．０ｇとを、イ
オン交換水５００ｇに加える。このとき水溶液のｐＨは１３であった。アルカリガラス粉
末（Ｉ）等を加えた後、攪拌しながらｐＨが５になるまで１Ｎ塩酸を添加し、添加後３時
間放置して表面処理を行う。次いで、処理溶液をろ過し、１２５℃のオーブン中で乾燥さ
せた。除熱後、アルカリガラス粉末（Ｉ）を取り出し、イオン交換水５００ｇに加える。
このとき水溶液のｐＨは９であった。アルカリガラス粉末（Ｉ）を加えた後、攪拌しなが
らｐＨが７になるまで１Ｎ塩酸を添加し、添加後３時間放置して２回目の表面処理を行う
。次いで、処理溶液をろ過し、室温に放置し乾燥させた。このようにして、表面処理済み
アルカリガラス粉末（II）を製造した。
【００５０】
　［実施例３、６、８、比較例１ ～３、参考例１、２、４、５、７、９～１１］
　亜鉛末を除く原材料をポリエチレン製容器に仕込み、ガラスビーズを加えてペイントシ
ェーカーにて３時間振とうした後、亜鉛末を加えてさらに５分振とうして顔料を分散させ
た。８０メッシュの網を用いてガラスビーズを除去してペーストを調製した。実施例、比
較例、参考例で用いた顔料ペーストの組成を第２ 表に示す。
【００５１】
　一次防錆塗料用の主剤の調製
　エチルシリケート４０（日本コルコート社製）３５０ｇ、工業用エタノール１５０ｇ、
脱イオン水５０ｇ、および３５％塩酸０．５ｇを容器に仕込み、攪拌しながら３時間５０
℃に保った後、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）４４９．５ｇを加えて主剤を調製した
。本主剤を実施例、比較例に共通して用いた。
【００５２】
　［溶接性試験］
　図１－１に示すような、鋼板１２の片面全面に一次防錆塗膜１４が形成された第一鋼板
１０と、鋼板２２の両面全面に一次防錆塗膜２４，２６が形成された第二鋼板２０とを準
備する。具体的には、第一鋼板１０は、サイズ５００ｍｍ×１００ｍｍ×９ｍｍのサンド
ブラスト処理したＳＳ４００鋼板１２の片面全面に、防食試験用試験片と同様の要領で比
較例、実施例の塗料を乾燥膜厚が３０μｍとなるように塗装して製造する。一方、第二鋼
板２０は、サイズ５００ｍｍ×５０ｍｍ×９ｍｍのサンドブラスト処理したＳＳ４００鋼
板２２の両面全面に、防食試験用試験片と同様の要領で塗料を乾燥膜厚が３０μｍとなる
ようにして製造する。
【００５３】
　なお、第二鋼板２０の第１鋼板１０との接合面には、図１－４に示すように、横方向に
鏡面処理された溝が形成するように（フルバック加工処理）、シェーパー加工（型削り盤
加工）を施してある。
【００５４】
　このような処理を施すことにより、溶接時に発生するガスが溶融ビード部に蓄積しやす
くなる。したがって、溶接性試験は厳しい条件で行っている。
　次いで、図１－１に示すように、第一鋼板１０の一次防錆塗膜１４表面に、第二鋼板２
０が略垂直方向となるように第一鋼板１０の中央部に立て、塗膜１４と第二鋼板２０とが
密着するように所定の位置で仮止めする。第一鋼板１０と第二鋼板２０とで形成される隅



(10) JP 4583839 B2 2010.11.17

10

20

30

部３０において水平隅肉溶接を実施した。
【００５５】
　具体的には、タンデム溶接システム（製品名：ＴＷＳ－６００Ｌ　すみ肉溶接試験装置
、竹内工作所（株）製）を用い、ツインシングル法にて溶接を実施した。図１－２（１）
に溶接方向から見た概略図、図１－２（２）に上方向から見た概略図を示す。図１－２に
示すように、タンデムトーチとして先行トーチ４２、後行トーチ４４を用いて行った。溶
接条件は、溶接速度６０ｃｍ／分、先行トーチ４２と後行トーチ４４とのトーチ間隔１０
０ｍｍ、第二鋼板２０とトーチ（先行トーチ４２、後行トーチ４４）との角度４５°、溶
接方向に対する垂直線とトーチ（先行トーチ４２、後行トーチ４４）との傾きが後傾５°
として行った。タンデム法の溶接条件を第１表に示す。
【００５６】
　このようなタンデム法による溶接により、図１－３に示すような溶接ビード５０が形成
され、溶接ビード５０におけるピット発生数（個／50ｃｍ）とブローホール発生数（個／
50ｃｍ）とを評価した。なお、溶接は第１ビードと第２ビードとを同時に溶接する方法で
行ない、第２ビードのみを評価した。評価結果を表３に示す。
【００５７】
　［防食性試験］
　常温乾燥後の防食性
　主剤と顔料ペーストとを所定の混合比率で充分に混合し、一次防錆塗料組成物を得る。
次いで、７０ｍｍ×１５０ｍｍ×２．３ｍｍのサンドブラスト鋼板に、所定の乾燥膜厚と
なるように一次防錆塗料組成物をエアースプレーにて塗装し、JIS K5600 1-6に従い温度
２３℃、相対湿度５０％の恒温室内で１週間乾燥させて試験板を得る。その後、試験板を
屋外に置き曝露試験を行い、ＡＳＴＭ－Ｄ６１０に準拠して以下の評価において７点とな
るまでの期間を確認した。評価結果を第４表に示す。
【００５８】
　評価（試験板表面の錆の面積）
10点：0.01％以下、9点：0.01％を越え0.03％以下、8点：0.03％を越え0.1％以下、7点：
0.1％を越え0.3％以下、6点：0.3％を越え1.0％以下、5点：1.0％を越え3.0％以下、4点
：3.0％を越え10.0％以下、3点：10.0％を越え16.0％以下、2点：16.0％を越え33.0％以
下、１点：33.0％を越え50.0％以下、0点：50.0％を越える
　加熱処理後の防食性
　主剤と顔料ペーストとを所定の混合比率で充分に混合し、一次防錆塗料組成物を得る。
次いで、７０ｍｍ×１５０ｍｍ×２．３ｍｍのサンドブラスト鋼板に、所定の乾燥膜厚と
なるように一次防錆塗料組成物をエアースプレーにて塗装し、JIS K5600 1-6に従い温度
２３℃、相対湿度５０％の恒温室内で１週間乾燥させた後、電気炉内で８００℃で３分間
加熱して試験板を得る。その後、試験板を屋外に置き曝露試験を行い、ＡＳＴＭ－Ｄ６１
０に準拠して上記の評価において７点となるまでの期間を確認した。評価結果を第４表に
示す。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
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【表２】

【００６１】
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【表３】

【００６２】
【表４】

【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１－１】図１－１は、実施例における溶接試験に用いる試験体を示す概略図である。
【図１－２】図１－２（１）は、実施例における溶接試験を溶接方向から見た概略図、図
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１－２（２）は上方向から見た概略図である。
【図１－３】図１－３は、実施例における溶接後の試験体を示す概略図である。
【図１－４】図１－４は、実施例における溶接試験に用いる第二鋼板２０の概略図である
。
【符号の説明】
【００６４】
１０　　　　　　第一鋼板
１２，２２　　　鋼板
１４，２４，２６　　　塗膜
２０　　　　　　第二鋼板
３０　　　　　　隅部
４２　　　　　　先行トーチ
４４　　　　　　後行トーチ
５０　　　　　　溶接ビード

【図１－１】 【図１－２】
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